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新潟県条例第23号 

新潟県立学校条例の一部を改正する条例 

新潟県立学校条例（昭和39年新潟県条例第46号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

附 則 

１～３ （略） 

４ 第３条第１項、第３条の２第１項、第３条の３

第１項及び第３条の４の規定にかかわらず、次の

各号のいずれかに該当する授業料は、徴収しない。 

(1) 高等学校等就学支援金の支給に関する法律

（平成22年法律第18号。以下「法」という｡)第

３条第２項第２号に規定する者に係る授業料 

 

(2) 第３条第４項ただし書に規定する場合の授業

料を除くほか、平成26年４月１日以後に月の中

途において転学又は編入学をしてきた者に係る

当該月分の授業料 

 

(3) （略） 

(4) 前３号に掲げるもののほか、知事が別に定め

る授業料 

附 則 

１～３ （略） 

４ 第３条第１項、第３条の２第１項、第３条の３

第１項及び第３条の４の規定にかかわらず、次の

各号のいずれかに該当する授業料は、徴収しない。 

(1) 高等学校等就学支援金の支給に関する法律

（平成22年法律第18号。以下「法」という｡)第

３条第２項第２号に規定する者（同項第３号に

規定する者を除く｡)に係る授業料 

(2) 第３条第４項ただし書に規定する場合の授業

料を除くほか、平成26年４月１日以後に月の中

途において転学又は編入学をしてきた者（法第

３条第２項第３号に規定する者を除く｡)に係る

当該月分の授業料 

(3) （略） 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新潟県立学校条例の規定は、令和７年４月１日か

ら適用する。 

 


